
議第１７９号 

呉市立美術館条例の一部を改正する条例の制定について 

呉市立美術館条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

呉市立美術館条例の一部を改正する条例 

呉市立美術館条例（昭和５７年呉市条例第１９号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示

すように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第３条の２，第５条，第５条の２関係） 別表（第３条の２，第５条，第５条の２関係） 

１ 観覧料 １ 観覧料 

  略    略   

２ 施設使用料 ２ 施設使用料 

 区分 ９時～ 

１２時 

１３時～

１７時 

９時～ 

１７時 

  区分 ９時～ 

１２時 

１３時～

１７時 

９時～ 

１７時 

 

 １ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

第 １

展 示

室 

１０，８

００円 

１４，４

００円 

２８，８

００円 

  １ 入

場料

の類

を徴

収し

ない

場合 

第 １

展 示

室 

１３，０

００円 

１７，３

００円 

３４，６

００円 

 

 第 ２

展 示

室 

２，１０

０円 

２，８０

０円 

５，６０

０円 

  第 ２

展 示

室 

２，５０

０円 

３，４０

０円 

６，７０

０円 

 

 第 ３

展 示

室 

６，８０

０円 

９，１０

０円 

１８，２

００円 

  第 ３

展 示

室 

８，２０

０円 

１０，９

００円 

２１，８

００円 

 

 第 ４

展 示

室 

３，６０

０円 

４，８０

０円 

９，６０

０円 

  第 ４

展 示

室 

４，３０

０円 

５，８０

０円 

１１，５

００円 

 

 講 座

室 

 

２，１０

０円 

２，８０

０円 

５，６０

０円 

  講 座

室 

２，５０

０円 

３，４０

０円 

６，７０

０円 

 

  略    略  

 ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

第 １

展 示

室 

３２，４

００円 

４３，２

００円 

８６，４

００円 

  ２ 入

場料

の類

を徴

収す

る場

合 

第 １

展 示

室 

３８，９

００円 

５１，８

００円 

１０３，

７００円 

 

 第 ２

展 示

室 

６，３０

０円 

８，４０

０円 

１６，８

００円 

  第 ２

展 示

室 

７，６０

０円 

１０，１

００円 

２０，２

００円 

 

 第 ３

展 示

室 

２０，４

００円 

２７，３

００円 

５４，６

００円 

  第 ３

展 示

室 

２４，５

００円 

３２，８

００円 

６５，５

００円 

 



 第 ４

展 示

室 

１０，８

００円 

１４，４

００円 

２８，８

００円 

  第 ４

展 示

室 

１３，０

００円 

１７，３

００円 

３４，６

００円 

 

 講 座

室 

 

６，３０

０円 

８，４０

０円 

１６，８

００円 

  講 座

室 

７，６０

０円 

１０，１

００円 

２０，２

００円 

 

  備考 略   備考 略 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前になされた申請に係る使用料については，なお従前の例

による。 

 

 

 

（提案理由） 

呉市立美術館の使用料の額の改定をするため，この条例案を提出する。 


